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～はじめに～ 

 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（以下「整開保」という。）並びに「都市再

開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」及び「防災街区整備方針」（以下「三方針」と

いう。）は、個別の都市計画の上位計画に位置する都市計画である。 

この三方針及び区域区分（以下「線引き」という。）の都市計画決定権限は、平成 23 年８

月の都市計画法の改正により、神奈川県から横浜市へ移譲された。 

これに伴い、平成25年１月に「第７回線引き全市見直しの基本的考え方について」が本審

議会へ諮問されたことを受け、線引き全市見直し検討小委員会を設置し、検討を行ってきた。 

また、整開保についても、平成26年６月に都市計画法の改正が行われ、都市計画決定権限

が移譲されることとなったため、その動きを見据えつつ、平成26年３月に「都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針等の見直しの基本的考え方について」が本審議会へ諮問されたこ

とを受け、線引き全市見直し検討小委員会を継続し、検討を行ってきた。 

本答申は、線引き全市見直し検討小委員会における、計７回の検討を踏まえて取りまとめ

たものである。 

 

地域の自主性及び自立性を高めるという法改正の趣旨を踏まえれば、横浜市が整開保及び

三方針（以下「整開保等」という。）並びに線引きの都市計画決定権限を有することで、以前

にも増して、独自性と総合的な視点をもった都市計画の積極的な活用を図り、その潜在力を

大限に引き出していくことが強く求められている。 

また、横浜市内の人口変動・高齢化、企業活動の変化、環境や防災に対する市民意識の高

まりなどに加えて、鉄道や高速道路等の整備による広域的な都市構造の変化など、横浜市を

取り巻く都市環境も大きく変化してきている。 

このため、横浜市の目指すべき都市の将来像を示す整開保等及び線引きの見直しにあたっ

ては、今後の横浜市を取り巻く都市環境の変化に柔軟に対応するとともに、従来の枠組みに

とらわれず、次世代への布石として骨太な未来のまちづくり戦略を描くことが重要である。 

今後、横浜市が将来にわたり活力ある都市として、多くの人々、企業に選ばれるためにも、

都市計画の担う役割は、ますます大きくなっていくものと考える。 

本答申に掲げた都市計画の戦略に基づき、まちづくりに取り組むことによって、住民や企

業などと一体となって、その将来像を実現し、誰もが安心と希望を実感でき、人も企業も輝

く都市となることを期待する。 
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１ 都市計画に係る主な現状と課題把握 

(1)  社会状況の変化 

① 人口変動、高齢化 

 横浜市の人口は、市全体では、緩やかながらも増加を続けている。人口の対前年同月比増加

数でみても増加数には変動があるが、ここ 近は増加傾向にある。区ごとには、東京都と地理

的に近い北部の区や都心臨海部に位置する区の人口は現在も増加している一方、南西部の区で

は減少し、特に駅から離れた大規模住宅団地の人口減少が顕著である。また、北部の区や駅へ

の利便性が高い地域では、若年層の人口増加率が高い傾向にある一方で、特に南部で高齢化率

が高くなっており、地域ごとに人口変動・高齢化の状況は異なっている。  

さらに、市全体の世帯数についてみると、現状では増加が続いているが、世帯の構成として

は、世帯規模の縮小化が進み、夫婦と子供からなる世帯は減少し、単独世帯、夫婦のみの世帯

が増加している。特に、65歳以上の高齢者世帯の増加が顕著である。 

 横浜市は市全体の人口密度が１ヘクタール当たり80人以上であることや鉄道の 寄駅まで

15分で到達できる人口の割合が約９割であることなど、全国的に見ても集約された中で都市活

動が営まれているが、将来的には人口減少社会も想定される中で、市の地域ごとに異なる人口

動態や高齢世帯の増加などを踏まえ、人口変動を適切にとらえたまちづくりが必要である。 

 

② 産業の推移 

 市内製造業は、1990年代以降、大規模工場の生産機能から研究開発機能等への機能転換が進

展したことにより、製造品出荷額等は減少傾向にある。また、大規模な敷地を要する工業施設

については、施設の合理化などが近年増加傾向であり、産業構造の変化や機能更新への対応が

課題である。 

 臨海部では、環境・エネルギー、医療・健康分野などの成長産業拠点を形成するとともに、

高度なものづくり技術を有する企業やエネルギー機能の集積に加え、近年では、物流などの業

態に変化している傾向もあり、地域の特徴を生かした支援が必要である。 

 横浜港は、アジア諸港の急速な発展により、競争力が相対的に低下しており、国際競争力の

強化が課題である。 

 市内商業の小売業については、売場面積は一貫して増加傾向にあり、従来の商業集積地であ

る都心部に加え、内陸部においても商業施設の集積が進んできているが、商店数が1980年代

以降減少し、年間商品販売額も近年横ばいで推移しているなど、市域の商業機能のより一層の

強化が課題である。 

 横浜市の観光入込客数（延数）は、東日本大震災の影響もあり大きく減少したものの、2013

（平成 25）年には、4,500 万人に達し、震災前の 高値を超えている。また、2013（平成25）

年に横浜市に来訪した観光客数の内訳をみると、日帰り客が約85パーセントを占めているが、

観光消費額総額でみると宿泊客による消費額が半分を占めている。観光消費額総額を伸ばすた

めには、国内外からの誘客の更なる促進と、特に滞在・周遊などの受入環境の向上が課題であ

る。 
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③ 広域的な都市構造の変化と広域的な機能 

 羽田空港の更なる国際化や中央新幹線（リニア）の整備、神奈川東部方面線の整備、高速鉄

道３号線の延伸、横浜環状道路をはじめとする広域的な幹線道路の整備により、広域的な都市

構造が変化するとともに、人の動きやモノの動きが変化する可能性がある。 

 人々を惹きつけるための都市間競争や地域間競争が激しくなる中で、今後いかに魅力的な

「まち」を形成していくかが、都市にとって重要な課題となっている。 

 また、広域的なインフラや、連担するまとまりのある緑地、海・川などの連続する水辺は、

横浜市単独では機能の活用・保全が十分に行えないため、より一層広域的に連携した機能の充

実を図ることが課題である。 

 

④ 自然的環境の整備又は保全 

 横浜市は、緑の10大拠点を中心に郊外部にはまとまった緑地・農地がある。また、市街化

区域と市街化調整区域の分布が示すように、市街地と、緑地・農地がモザイク状に入り組んで

おり、魅力ある水・緑環境が市民生活の身近な場所にあることが特徴となっている。一方、緑

被率は、減少傾向が続き、まとまりのある樹林地や農地、斜面緑地が分断され、緑の孤立化が

進行してきており、これは、市街化区域の身近な緑が失われたことや、市街化調整区域におけ

る土地利用転換が進んだことが要因と考えられる。 

 また、横浜市の平均気温は長期的に上昇傾向であり、これは地球温暖化やヒートアイランド

現象の影響があるものと考えられる。 

緑には、防災・減災に資する機能や生物多様性の保全、ヒートアイランド現象の抑制や美し

いまちをつくる景観形成機能などがあり、これらの多様な機能が十分に発揮される環境を整え

ていく必要がある。2009（平成 21）年度から開始した「横浜みどりアップ計画」の取組により、

緑の減少は鈍化傾向にあるが、引き続き、緑の保全・創造の取組が必要である。 

 

⑤ 多様な居住ニーズ 

 2008（平成 20）年の横浜市内の総住宅数は、政令指定都市の中でも 大であり、内訳として、

一戸建ての戸数も 多である一方、既存の郊外住宅地において、建物の老朽化や居住者の高齢

化が進んでいる。特に、郊外住宅地の約 70 パーセントを占める戸建住宅地は、立地可能な施

設が限られている第一種低層住居専用地域に位置するものが多く、生活利便施設が近くにない

ことや、管理不全となった空き家が周囲に様々な影響を及ぼす状況などが見られる。さらに、

人口構成や都市構造の変化、国際化、地球環境の変化等により求められる居住のあり方が多様

化しており、これらのことを踏まえた大規模な住宅ストック、住宅供給のあり方の見直しが課

題である。 
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⑥ 施設の老朽化 

 インフラについては、約 70 パーセントが 2030（平成 42）年までに供用開始から 40 年以上

を経過し、維持・保全及び更新費用の増大が見込まれており、インフラの効率的・効果的な保

全・更新や、未来に向けた整備が必要である。 

 公共建築物については、昭和 40 年代から 60 年代にかけて建設されたものが、全体の約 60

パーセントを占めるなど、建替えや機能更新の時期を迎える建物棟数が増加しており、効率

的・効果的な保全・更新が必要である。 

 また、昭和 40 年代に立地した工場や病院など、大規模な施設の機能再編や、設備更新によ

る施設の集約化や移転などの土地利用転換への対応が課題である。 

 

⑦ 鉄道駅及び高速道路インターチェンジ周辺、米軍施設跡地等の土地利用 

 鉄道駅周辺では、市街化調整区域に位置し、地区のポテンシャルが活用されていない地区や、

市街化区域であっても面的な土地利用の整序が行われていない地区がある。 

 高速道路インターチェンジ周辺は、一般に交通利便性に優れているが、市内で整備及び計画

されている高速道路インターチェンジは市街化調整区域に位置するものが多く、周辺の土地利

用は進んでいないなど、必ずしも整備効果を生かしたまちづくりが行われていない。また、圏

央道のインターチェンジ周辺部で物流施設の立地の進展が見られ、横浜市においても、新たな

物流施設の立地需要が高まることも考えられる。 

2014（平成26）年度当初、市内には６か所約470ヘクタールの米軍施設があったが、このう

ち、2014（平成 26）年６月末に深谷通信所が返還され、2015（平成27）年６月末には上瀬谷

通信施設も返還される予定であり、早急に跡地の土地利用を検討する必要がある。 

 

⑧ 混在化した土地利用 

 横浜市の市街化調整区域の土地利用は一様ではなく、住宅と農地等が混在している地区も相

当数存在する。横浜市の線引きは、都市部への急激な人口の流入、無秩序な市街地化や道路、

公園、下水道、学校整備等の立ち遅れと財政支出の増加などの課題に対応するため、人口抑制

を基調として全国的に見ても複雑に入り組んだ形状で線引きが行われてきた経緯がある。その

ため、市街化調整区域であっても、当初線引き前からの宅地や、線引き後に開発・建築許可を

受け建築された建物等の存在により、建物が一定程度集積している地区も多数存在していると

いう特徴がある。 

 特に、市街化区域に隣接する市街化調整区域においては、市街地から延長した都市的土地利

用と農地等の自然的土地利用が混在し、土地利用上の混乱が生じている。 

 市街化調整区域の土地利用については、規制誘導手法が都市計画制度として限られているこ

とや、相当程度市街化が進行している場合などの大規模な面整備による改善の困難さも課題で

ある。 
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⑨ 防災性の向上 

 横浜市では、東日本大震災を踏まえ、あらゆる可能性を考慮した 大クラスの地震・津波に

よる被害を想定し対策を推進するため、「横浜市地震被害想定」を抜本的に見直すとともに、「横

浜市防災計画 震災対策編」を全面的に修正し、想定被害を軽減するための「減災目標」を新

たに導入した。あわせて、目標を達成するためのアクションプランとして「横浜市地震防災戦

略」を策定した。さらに地震被害想定では、火災による被害が大きいことから、その対策とし

て、平成 26 年３月に「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」を取りまとめた。減

災目標の達成に向け、地震火災対策を強化するとともに、地震防災戦略に係る各施策を着実に

推進することが課題である。 

 局地的大雨の発生回数が近年増加していることや緑地面積の減少に伴い雨水の流出量が増

加しており、以前にも増して浸水や崖崩れ等の水害対策の必要性が高まっている。今後予想さ

れる地球温暖化や異常気象の影響も考慮すると、水害リスクが更に高まることが想定され、そ

の対応が課題となっている。 

 富士山等で大規模な噴火が発生した場合、火山灰による影響が予測されていることをはじめ、

様々な災害に対する危機対応力の向上が課題である。 

 さらに、国土強靭化基本計画や耐震改修促進法の施行など、国の動向を踏まえた横浜市にお

ける強靭な減災・防災都市の実現に向けた取組が必要である。 

 

(2)  都市計画決定権限の移譲を踏まえた都市計画制度の運用 

 整開保等の見直しは、これまでは神奈川県に都市計画決定権限がある中で、おおむね６～７

年ごとに定期的に行われてきたが、見直し時には想定していなかった民間開発の発生など、市

街地開発の動きに機敏に対応できていない現状があった。 

 また、今後は、住民・企業等が主体的にまちづくりに参画する仕組みや機会をより一層充実

させる必要があり、そのため、地域住民の意向と合意形成に向けた体制づくりが求められる。 

 市街化区域の規模の設定は、「都市計画運用指針」の中で、人口を も重要な市街地規模の

算定根拠とする人口フレーム方式を基本とすべきであるとされているが、今後は横浜市の人口

変動はもとより、社会状況の変化も踏まえた新たな計画フレーム設定を検討する必要がある。 

 長期的には本格的な人口減少が想定される中で、時間軸を考慮しつつ段階的にまちづくりを

進めることが求められる。 
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２ 整開保等の見直しの基本的考え方 

２－１ 整開保等の見直しの視点 

 
 整開保等の見直しにあたっては、都市計画決定権限の移譲や都市計画に係る現状と課題を踏

まえ、横浜市の目指すべき都市の将来像を実現するため、「社会状況の変化を踏まえた視点」

及び「権限移譲を踏まえた視点」、さらにその視点から導かれる都市計画の基本戦略に基づき、

多面的なまちづくりを進める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※整開保等の見直しの視点は、横浜市の総合計画及び関連計画を踏まえて整理した。 

  【主な計画】 

  ・総合計画「横浜市基本構想（長期ビジョン）」〔平成18年６月策定〕 

  ・実施計画「横浜市中期４か年計画2014～2017」〔策定中〕 

  ・横浜市都市計画マスタープラン全体構想〔平成25年３月策定〕 

  ・成長分野育成ビジョン〔平成26年３月策定〕 

  ・横浜みどりアップ計画（計画期間：平成26-30年度）〔平成25年 12月策定〕 等 

 

 

 

 

 

 

 

■ 社会状況の変化を踏まえた視点 

○持続可能な都市の構築 

○港、水・緑、歴史、文化など、横浜の持つ資源や環境を生かしたまちづくり 

○市民生活の利便と安全安心を支えるとともに、国際競争力の強化を図るため  

 の基盤づくり 

 

■ 都市計画決定権限の移譲を踏まえた視点 

○横浜市が目指すべき都市計画の方針の明示 

○まちづくりを進める上で必要な支援や規制誘導等の適切な運用 



6 
 

 

２－２ 都市計画の基本戦略 

(1)  社会状況の変化を踏まえた基本戦略 

  ① 横浜型のコンパクトな市街地形成 

 

 

 

 

 

 

【取り組むべき主な方策】 

 

・横浜都心と新横浜都心においては、市の中核としてのインフラを整備するとともに、地域の

特性に応じた更なる都市機能の集積や、適正な居住機能の誘導等を図り、二つの都心で互い

に機能を補完しながら地区特性に応じた都心部を形成する。 

・二つの都心につながる放射状の鉄道を軸に交通ネットワークを形成し、その軸上の鉄道駅周

辺に生活拠点を配置することにより、利便性のよい都市構造を形成する。 

・郊外部の鉄道駅周辺において、道路・交通ネットワーク等のインフラ整備を進めるとともに、

圏域の人口変動や地域特性・ニーズに対応した、生活利便施設・福祉施設等の都市機能の集

約や多様な住まいの供給等により、個性ある生活拠点を形成する。 

・駅から離れた大規模な住宅団地においては、緑豊かな自然環境を生かしつつ、各団地内に位

置する主要なバス停周辺等に商業、医療、地域交流、子育て支援等の生活支援機能の集約を

図るとともに、インフラの再構築を進め、多世代が安心して暮らせる居住環境の維持・向上

を図る。 

・市内・首都圏・日本各地へと円滑に連絡する道路、鉄道などの交通ネットワークの充実とと

もに、交通利便性に優れた立地や既存の産業の集積などを生かした国際競争力のある産業拠

点を形成する。 

 

現在においても効率的な都市であるが、人口動態や産業構造等の変化に対応した持続可

能な都市を構築するために、これまで整備されてきたインフラ等を生かしながら、より

効率的な土地利用を図り、活力ある拠点を形成することが必要である。 
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  ② 多様なニーズに対応した住環境の整備 

 

 

 

 

 

 

【取り組むべき主な方策】 

 

＜適切な住宅の供給＞ 

・地域のニーズに即した土地利用の規制誘導を図り、都市型住宅、高齢者向け住宅及び子育て  

世帯向けの住宅等を供給する。 

・省エネルギー型住宅の供給や既存住宅の省エネルギー改修等により低炭素型住宅を供給する 

 などの温暖化対策を促進する。 

 

＜良好な住環境の整備＞ 

・子育て・シニアサポート機能や、多世代の交流・活躍の場の誘導を図る。 

・郊外部の集合住宅団地においては、リニューアルや建替え、生活支援機能の集約・再編等を

図りながら、多世代が安心して暮らせる住環境を整備する。 

・郊外部の戸建住宅地においては、緑豊かな自然環境を生かしつつ、生活支援機能を充実する

とともに、拠点駅との交通を確保する。 

・空き家の管理不全の防止や専門家等と連携した流通・活用の促進等を図るため、総合的な空

き家対策を推進する。 

・住宅地に散在する緑地や農地の保全・活用や住宅地での緑化、地域コミュニティの核となる

公園の整備等を進める。 

・子供から高齢者まで多世代が安全・安心に移動できる歩行環境の整備、歩道と車道の空間分

離や自転車通行空間等の整備や地域交通の維持・充実を図る。 

 

 

 

子供から高齢者まで全ての人が安心できる暮らしや、子育て世代を含む若い世代の呼び

込みを実現するため、居住ニーズやライフステージの変化に合わせて選択できる適切な

住宅供給や良好な住環境の整備を図る必要がある。 
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  ③ 横浜のブランド力を高める都市空間の創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組むべき主な方策】 

 

＜横浜経済を支えるビジネス・生活環境づくり＞ 

・国家戦略プロジェクトに基づく規制緩和等を活用し、国際ビジネス環境の強化を図ります。 

・都心臨海部では、羽田空港との高いアクセス性を生かし、優れたビジネス環境の構築にも資

する高規格住宅やサービスアパートメントの整備を誘導するとともに、外国人が安心して暮

らすための外国語対応の生活関連施設などの整備を図る。 

・観光客やビジネス客の更なる呼び込みのため、受入環境や回遊性の向上、さらに中大型の国

際会議や医学系会議など波及効果の大きいＭＩＣＥ誘致に資するＭＩＣＥ機能の強化・拡充

を図る。 

 

＜エネルギー循環都市の実現＞ 

・再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率のよい住宅・建築物、低炭素交通の普及、下水

道資源の有効利用など、エネルギーの効率的な利用と低炭素なまちづくりを進める。 

・業務系地域や工業系地域において、エネルギーの自立分散化や効率的なエネルギーマネジメ

ントシステムの構築等に向けた取組を進める。 

 

＜個性と魅力があふれる景観形成＞ 

・横浜港の横浜ベイブリッジより内側の内港地域では、港や海からの眺望を意識し、後背の 

 斜面緑地や周辺建物のスカイラインと調和した水際線の良好な景観を創造する。 

・横浜らしさを形づくる歴史的建造物の保全・活用や、パブリックスペースなどの都市のス 

 トックの効果的な活用を進める。 

・まとまった樹林地や農地が構成する里山及び大規模公園等、人々に潤いと安らぎを与える景 

観や、臨海工業・物流地区の産業遺構や工業施設などが織りなすダイナミックな景観を形成

する。 

 

 

 

 

緑豊かな環境の保全・創造を行うとともに、国内外からの人々の交流の活性化や、地

域コミュニティの醸成などに資する魅力ある都市空間を創出するため、都市機能の集

積や、港の景観、歴史的資産、豊かな水・緑、都市の中に存在する農地など、横浜ら

しい地域資源の社会的価値を評価し、資源を保全・活用・創出することにより、市街

地と一体となった地区の魅力を形成する必要がある。 
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＜水・緑の環境づくり＞ 

・都心臨海部においては、都市と水際線がつながる貴重な都市環境を生かし、次世代に残し続 

 ける豊かな水環境と先進的な緑づくりに取り組む。 

・樹林地や公園、河川・水路や街路樹、建物の壁面や屋上の緑など、大気汚染やヒートアイラ 

 ンド現象の緩和や生物多様性の保全などの機能を有する水や緑の環境をより一層保全、創造 

 する。 

・平常時には市民の憩いの場として、災害時には避難場所や救援拠点、雨水流出抑制による浸 

水被害の軽減、延焼防止等防災・減災につながる機能を有する身近なオープンスペースとし

て、公園や緑地などの整備や保全を図る。 

 

＜農地の保全・活用＞ 

・市街化区域の農地については、これまでの宅地候補地から、自然とのふれあいの場となるな 

ど魅力的な住環境を創出する付加価値を持った緑資源へと評価が高まってきており、市街地

整備と一体的に都市農地の計画的保全や利活用を検討していく。 

・市街化調整区域の農地については、農業振興地域との整合・調整を図りながら、新鮮な農産 

物の供給や農体験・食農教育の場、雨水を浸透する機能など多面的な機能を有するものとし

て保全を図る。 
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  ④ 戦略的・計画的な土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取り組むべき主な方策】 

 

＜インフラの整備効果を最大限生かした土地利用＞ 

・鉄道駅周辺は、そのポテンシャルを発揮できるよう、計画的にまちづくりを行う。 

・高速道路インターチェンジ周辺は、優れた交通利便性を生かした産業の誘致・集積など地域 

 特性に応じた戦略的な土地利用を誘導する。 

・臨海部の埋立地は、国際コンテナ戦略港湾等の実現により国際競争力を強化する。 

・市街化調整区域における鉄道や幹線道路などの骨格的なインフラ等の整備にあたっては、無 

秩序な市街化を防止しつつ、地域の活性化や地域課題の解決に資する機能などの導入に向け、 

周辺土地利用の計画的な保全、誘導を行う。 

 

＜大規模な土地利用転換＞ 

・米軍施設跡地は、既存の自然環境や地域特性を生かし、防災・減災の観点も踏まえながら、 

地域の活性化や広域的な課題の解決に資する戦略的な活用を行う。 

・内陸部の工業集積地域など大規模な土地利用転換に対し、地域特性に応じた適切な土地利用 

の誘導や地域に必要な機能を導入する。 

 

＜市街化区域と市街化調整区域の中間領域の土地利用＞ 

・市街地動向を見極めつつ、地域特性を踏まえた望ましい土地利用の誘導に向けて、線引き制 

度だけで対応できない場合などにおいては、市街化調整区域における地区計画などの方策を 

講じる。 

・原則として、市街化を抑制する市街化調整区域における土地利用の混在化などの地域課題へ 

の対応として、より質の高い生活環境や望ましい農業生産環境の実現に向け、開発許可制度 

とのより一層の連携を図る。 

 

産業の活性化や国際競争力の強化、また、市民生活の利便性向上を図るため、鉄道や

高速道路などインフラの整備効果を最大限生かした土地利用、米軍施設跡地や内陸部

の工業集積地など大規模な土地利用転換への適切な対応、地域特性を踏まえた望まし

い土地利用の誘導など戦略的・計画的な土地利用を環境に配慮しながら進める必要が

ある。 
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  ⑤ 人・企業を呼び込み、投資を喚起するインフラの充実 

  

 

 

 

 

 

【取り組むべき主な方策】 

 

・横浜の臨海部と国土軸である東名高速道路とのアクセス強化や、圏央道の活用などによる

首都圏全体への連絡強化を図るため、横浜環状道路をはじめとする広域的な幹線道路網を

整備するとともに、市内の移動を支える都市計画道路の整備や連続立体交差事業を推進す

る。 

・羽田・成田両空港や中央新幹線（リニア）駅とのアクセス強化、神奈川東部方面線や高速

鉄道３号線の延伸等の鉄道整備など、より充実した鉄道ネットワークを構築する。 

・老朽化が進行しているインフラについて、維持保全及び更新にかかる費用の増大が見込ま

れることから、計画的に保全・更新することにより、安全で強靭なインフラを構築する。 

 

 

 

 

人や企業を呼び込み、また、人やモノの交流による市内産業拠点の活性化を図り、都市

としての競争力を高めていくため、広域的な交通結節点と市内の拠点間のアクセスを一

層強化する必要がある。 
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  ⑥ 減災・防災の実現に向けた都市づくり 

 

 

 

 

 

 

【取り組むべき主な方策】 

 

＜地震に強い都市づくり＞ 

・延焼遮断帯の形成に資する都市計画道路の整備を推進するとともに、木造住宅密集市街地等 

の延焼の危険性が特に高い地域においては、建築物の不燃化を推進するなど、地震火災に強

い防災まちづくりを進める。 

・身近な住環境における防災性向上のため、狭あい道路の拡幅整備や広場・公園・防火水槽等 

の整備を更に促進する。 

・建物倒壊や大規模盛土造成地の崩落防止のため、更なる耐震化を促進する。 

・人命救助や支援物資の輸送、復旧・復興活動に対する交通路・輸送路の確保のため、主要な 

高速道路や幹線道路の整備を進めるとともに、道路沿道の建築物の更なる耐震化を促進する。 

・横浜港は広域的な海上輸送の拠点機能を有し、災害時の救援・復旧においては首都圏や東日 

本における重要な役割を担うため、緊急物資の輸送、市民生活や経済活動の復旧・復興支援

の拠点として、耐震性強化や津波対策の充実、緊急輸送路のネットワークを強化する。 

・滞在者等の安全確保を図るために必要な施設の整備や津波からの防護や避難のために必要な 

取組を進める。 

・地盤の液状化の可能性が高い地域では、インフラ整備や公共建築物等の工事に際し、その施 

設構造物自体の強化や地盤改良など、液状化対策を進める。 

 

＜高まる水害リスクへの対応＞ 

・局地的大雨時に想定される下水道、水路や河川の氾濫による浸水及び崖崩れなどの水害対策 

の取組を進める。 

・都心部などの特に社会資本が集中する地域では、雨水幹線や雨水貯留などの整備と避難・警 

戒に必要な雨量情報の提供や内水ハザードマップの公表などにより、ハード・ソフトの両面

による大雨に強いまちづくりを進める。 

・都市化の進展に伴って喪失した水循環を回復するため、樹林地の回復や雨水浸透施設の設置 

などを進める。 

 

＜様々な災害への対応＞ 

・火山の噴火、大雪など様々な災害に対して、迅速・的確に対応するため、自助・共助の取組 

との連携をはじめ、事前の備えを着実に推進する。 

東日本大震災の教訓等を踏まえ、市民の生命を守ることを最優先とし、併せて経済的・

物的な被害を最小化するため、延焼遮断帯の形成や建築物の不燃化、耐震化の促進など

の地震に強い都市づくりを進めるとともに、近年の気候変動により高まる水害リスクへ

の対応や様々な災害への対応など、強靭な都市づくりを進める必要がある。 
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(2)  都市計画決定権限の移譲を踏まえた基本戦略－整開保等に求められる役割－ 

 

 

 

 

 

【取り組むべき主な方策】 

 

＜住民・企業等の活動を踏まえた機動的な対応＞ 

・地域の課題解決や将来を見据えたまちづくりの実現に向けて、住民・企業等の活動を踏まえ 

た、機動的かつきめ細かな対応、客観的で透明性のあるルールづくりと創意工夫を促す仕組

みをつくる。 

・これまでの定期的な見直しだけでなく、都市再開発の方針に位置付ける２号再開発促進地区 

や防災街区整備方針に位置付ける防災再開発促進地区などの追加・修正や、整開保の保留制

度を運用した市街化区域への編入等、事業の熟度と併せた見直しを随時行う。 

 

＜時間軸を意識した段階的なまちづくりのシナリオの形成＞ 

・定期見直しにあたる中期的な取組だけでなく、短期的な取組や長期的な土地利用計画など、

時間軸を意識し、目標達成に向けた段階的なプロセスを示しつつ、実現に向けた仕組みをつ

くる。 

・公共施設の適正な配置や鉄道駅周辺への住み替えの誘導なども含め、具体的なコンパクト化 

のシナリオを検討する。 

・将来を見据えた市街化調整区域の市街化区域への編入や市街化区域の市街化調整区域への編 

入のプロセスを検討する。 

 

＜都市計画マスタープランとの連携＞ 

・整開保と、それに即して定める都市計画マスタープランが、それぞれの役割をより明確にし、   

連携し、横浜市が目指すべきまちづくりの実現に資するものとする。 
 

＜横浜市の目指すべきまちづくりの考え方の発信＞ 

・国内外へ横浜市の目指すべきまちづくりの考え方をアピールするための情報戦略を検討する。 

 

＜周辺都市との連携＞ 

・鉄道や高速道路等の広域的なインフラ整備、隣接する市にまたがる緑地の保全・活用、防 

災機能の強化などを行う上で、横浜市として主体的に周辺都市との連携を図る。 

 
 
 
 
 
 

横浜市が目指すべきまちづくりを実現するため、より明確に都市計画の方針を示すとと

もに、住民や企業等の創意工夫、地域の課題解決に向けた土地利用を促すなど、権限移

譲を踏まえ、独自性と総合的な視点を持った都市計画の運用を図る必要がある。 
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＜個別の都市計画の見直し＞ 

・社会状況等の変化により、都市施設や用途地域など個別の都市計画が果たすべき役割や備え

るべき機能を踏まえ、適切な見直しを行う。 

・見直しにあたっては、都市計画の目標の達成状況等を客観的に把握できる都市計画基礎調査 

のＧＩＳデータ等を積極的に活用する。 

 

＜横浜市の施策を踏まえた計画フレームの設定＞ 

・人口及び産業の将来の見通しだけでなく、土地利用の現状及び将来の見通し等を総合的に勘 

案して横浜型のコンパクトな市街地形成に資する計画フレーム設定を検討する。また、長期

的には将来の人口推計手法によらない、より戦略的な計画フレーム設定についても検討する。 
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３ 線引き見直しの基本的考え方 

３－１ 線引き見直しに必要な視点 

 

線引きは、上位計画である整開保等との整合を図りつつ、土地利用の根幹となる計画として

定める必要がある。 

線引き制度は、都市への人口が流入した時期に、土地利用の混乱、市街地の無秩序な拡散に

よる公共投資の非効率化を防止する施策として創設されたが、横浜市内の人口変動・高齢化な

どをはじめとする社会状況の変化等を鑑みると、線引き制度も大きな転換点に立っていると考

えられる。 

このため、線引き見直しにあたっては、前段の整開保等の見直しの基本的考え方を踏まえつ

つ、人々を惹きつけ企業を呼び込む「都市の活力・魅力の視点」、都市環境の改善等につなが

る「都市と緑・農の共生の視点」、民間と行政が互いに協力し、共に創り上げていく「まち」

を意図した「協働・共創の視点」、空間的、制度的に曖昧な部分への対応を目的とした「中間

領域の視点」、まちづくりの目標実現に向けたシナリオの作成を目指した「時間軸の視点」の

五つの視点を設定する。 

 

■ 都市の活力・魅力の視点 

■  都市と緑・農の共生の視点 

■ 協働・共創の視点 

■ 中間領域の視点 

■ 時間軸の視点 



16 
 

 

 (1)  都市の活力・魅力の視点 

 

 

 

 

 

＜将来を見据えた線引き見直し＞ 

・横浜市の地形的特徴に基づき設定してきた線引きの考え方に、整開保等の見直しの基本

的考え方で示されている基本戦略の考え方を加えた線引き見直しを行っていく。 
・無秩序に市街化区域を拡大するのではなく、横浜の魅力である緑地の保全を図りつつ、

鉄道駅周辺や高速道路インターチェンジ周辺等の都市的な土地利用のポテンシャルが

あり、都市の発展に資する地区については、戦略的に線引き見直しを行っていく。 

 
＜地区別イメージ＞ 

・鉄道駅周辺においては、線引き制度のきめ細かな運用により、まちづくりの中心となる

鉄道駅周辺への機能集積を誘導していく。 
・高速道路インターチェンジ周辺等においては、ロジスティクス産業をはじめとした物流

施設や研究施設等、交通利便性に優れた立地特性を生かした機能の誘致・集積を図るた

め、市街化調整区域を含め戦略的な土地利用誘導を行っていく。 
・主要な幹線道路沿道においては、既存インフラを生かしつつ、段階的な市街地整備によ

り、計画的で柔軟なまちづくりを行っていく。 
・臨海部の埋立地においては、海外との交易など都市の活力・魅力を高める国際コンテナ

戦略港湾等の実現に資する線引きの設定を行っていく。 
・これまでの線引き制度と開発許可制度の結果、市街化調整区域で中小工場の立地が進ん

できた地区においては、既存不適格建築物の単純な排除ではなく、中小企業の振興を見

据えた土地利用の整序を目的とした都市計画制度の導入を検討していく。 
・少子高齢化の進行により活力の低下が懸念される地域においては、土地所有者や地域住

民と一緒に、地域の活力・魅力の向上を図るために、線引き制度を含めた都市計画制度

の導入を検討していく。 

 
＜区分の設定方法＞ 

・市街化を図るべき区域と市街化を抑制すべき区域の区分の区域界となる地形地物が必ず

しも明確ではない場合もあることから、実態に即したきめ細かな見直しを行っていく。 

 
 

 
 

超高齢社会、将来の人口減少社会や都市・地域間競争などを踏まえ、様々な人や企業

を惹きつける、活力と魅力ある持続可能な都市づくりが求められる。 
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 (2)  都市と緑・農の共生の視点 

 

 
 

 
 

 

＜都市と緑・農の関係性＞ 

・都市と緑・農の共生は、子育て世代や高齢世代など多世代にとって良好な居住環境が確

保された住みよいまちづくりの実現に寄与することから、明確な線引きによって都市的

土地利用と自然的土地利用の共存を図っていく。 
・緑地の確保は、ヒートアイランド現象の緩和や生物多様性の保全のほか、雨水流出抑制

効果が期待されるなど地球環境問題への対応策の一つとして、都市環境の改善にも役立

つものであることから、郊外部のまとまりのある緑地や市街地に残る貴重な緑地を積極

的に保全していく。 

 
＜緑地、農地の保全・活用・創出＞ 

・より質の高い居住環境・市街地の形成を目指し、地域資源である緑地の保全が図られる

よう適切な線引きを行っていく。 
・市街地の縁辺部において、スカイライン（山並みの稜線などが描く輪郭線）を形成して

いる優良な樹林地や丘陵地の斜面等については、都市固有の環境、景観を育む資源とし

て、保全を基本としながら、隣接する市街地と一体的な魅力の形成を検討していく。 
・市街化区域の農地については、これまでの宅地候補地から、魅力的な住環境を創出する

付加価値を持った緑資源へと評価が高まってきており、市街地整備と一体的な都市農地

の計画的保全や利活用を検討していく。 
・市街化調整区域の農地については、農業振興地域との整合・調整を行いながら、新鮮な

農産物の供給や農体験・食農教育の場、雨水を浸透する機能など、多面的な機能を有す

るものとして、保全を図っていく。 
・市街化調整区域にある農用地区域など、主に農業としての土地利用が行われる地区にお

いては、魅力ある、持続できる農業の推進を基本としながら、地区における生活利便性

の向上に資する市街化調整区域における地区計画等の導入を検討していく。 

 
 
 

身近な緑地や農地、自然的景観など地域資源を保全・活用・創出することにより、

市街地と一体となった地区の魅力を形成し、子育て世代や高齢者など多世代にとっ

て良好な居住環境が確保された住みよいまちづくりの実現が求められる。 
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(3)  協働・共創の視点 

 

 

 

 

 

 

＜新たな協働・共創の制度の確立＞ 

・まちづくり基準は市内一律のものが多かったが、市民意識の向上に伴い、地域特性を生

かしたルールづくりなど市民の一層の関与が期待されることから、民間と行政の役割分

担では、市民が主体となった地域発意によるまちづくりにも対応した制度運用を行って

いく。 
・具体的には、地域要望・要請などを市が受け止めて、市民とともに現実的なルールづく

りを行っていく。 
・地域のまちづくりの機運に合わせた制度活用やインセンティブの導入により、市民が主

体的に自らの将来を選択していくことができるような制度を目指していく。 

 
＜行政の役割＞ 

・地域での市民活動を支えるとともに、自治会町内会やまちづくり組織など様々な主体が

連携して課題解決に取り組んでいる地域の拡がりの現状を踏まえ、市民がまちづくりに

参加できる機会を増やし、共に力を合わせて持続発展できるまちづくりを進めていく。 
・具体的には、地域の担い手となる人材の発掘・育成や活動者相互の連携、協働のコーデ

ィネート、専門家による相談・支援強化に取り組むなど、各地域にふさわしい住民主体

のまちづくりが図られるよう支援していく。 
・線引き基準等、都市計画制度の仕組みについては、本審議会答申を踏まえた方針や基準

策定、その後の個々の都市計画案件における説明会や公聴会の開催の各段階においての

市民への広報等、引き続き、公平性・透明性に留意しながら、市民への説明責任を果た

していく。 
・地域の将来像を実現するために、線引き制度でできることには限りがあることから、線

引き以外の都市計画制度も活用し、より地域にあった有効な土地利用規制誘導方策を図

っていく。 

地域の課題解決や将来を見据えたまちづくりの実現に向けて、住民・企業等の活動を

踏まえた、機動的かつきめ細かな対応、客観的で透明性のあるルールづくりと創意工

夫を促す仕組みづくりが求められる。 
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 (4)  中間領域の視点 

 

 

 

 

 

 

＜地区別イメージ＞ 

・市街化区域に隣接し、都市的土地利用と自然的土地利用が混在している市街化調整区域

の地区においては、インフラ整備や土地利用の整序等を図っていく。 
・市街化調整区域にありながら、飛び市街地的に建物立地が存する、又は進んできている

ものの農地の多い地域等においては、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保な

ど、地域意向を踏まえながら、適正かつ健全な土地利用の実現を図っていく。 
・市街化調整区域を通る幹線道路沿道で土地利用が進行してきた地区においては、周辺の

都市化の状況、土地利用の状況等を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の実現を図って

いく。 

 
＜制度＞ 

・市街化区域か市街化調整区域かの二者択一の選択にとどまらない、地域特性を踏まえた

土地利用の誘導や都市環境の改善を目的として、市街化区域編入に合わせた柔軟な用

途・容積率の設定、市街化調整区域における地区計画、市街化調整区域における開発許

可制度等の連携により、きめ細かな制度運用を図っていく。 
 

 

都市的土地利用と自然的土地利用が混在している区域等、市街化区域と市街化調整

区域の中間領域においては、単に現状の土地利用を追認し、線引き制度のみでの対

応を図るのではなく、市街化動向を見極めつつ、地域特性を踏まえた望ましい土地

利用の誘導が求められる。 
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 (5)  時間軸の視点 

 

 

 

 

 

 

＜計画の醸成＞ 

・まちづくりは長期にわたることを意識しつつ、現行制度を踏襲した場合の課題を踏まえ、

課題解消に向けた対応を検証して、短期的、中期的、長期的な時間軸のなかで、やるべ

きことを見出していく。 
・これまでの保留区域の考え方とは別に、例えば低密度化エリア、要検討エリア等の将来

のまちづくりに向けた準備地域などという考え方もある。 
・都市計画としては、線引きによる市街化の推進又は抑制により、市域一律の規制誘導方

策を当てはめるだけではなく、それぞれの地域特性に応じた進むべき方向を明確にして、

適な規制誘導方策を図っていく。 

 
＜段階的プロセスの明示＞ 

・長期的には、鉄道駅周辺への住み替え誘導なども含めて集約化を進めていく等のシナリ

オを明示した上で、市民一人ひとりが居住形態を選択できるように誘導施策を打ち出し

ていく。 
・時間軸を意識した望ましい将来の土地利用像に向けて、段階的なプロセスを示しつつ、 
関係者の合意形成を図りながら戦略的・計画的にまちづくりを進める。 

・長期的には、東日本大震災などの災害の経験や温暖化の影響による大雨の降る確率が高

まっていることなどを踏まえ、防災の観点から線引き制度をはじめとする土地利用の制

限を定めていくなどにより、自然災害に強い安全・安心のまちづくりを進めることを検

討していく。

定期見直しにあたる中期的な取組だけでなく、短期的な取組や長期的な土地利用計

画など、時間軸を意識し、目標達成に向けた段階的なプロセスを示しつつ、実現に

向けた仕組みづくりが求められる。 
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３－２ 第７回線引き見直し基準の考え方 

 

  (1) 市街化区域と市街化調整区域の設定 

 

市街化区域と市街化調整区域の設定では、「線引き見直しに必要な視点」に基づき、 

線引き制度を活用し、豊かな自然環境を包含した活力ある都市の実現を図る。 

 

ア 市街化区域の設定 

○市街化区域においては、鉄道駅周辺などの拠点整備や生活利便施設等の機能集積 

を目的とした計画的な開発・再開発を誘導し、インフラの整備を図る。 

・住居系用地は、想定された将来人口を踏まえ、人口密度及び世帯数、住宅供給の

動向等について、地域性を勘案するとともに、可住地における人口密度を想定し、

設定する。 

・工業系用地は、周辺土地利用を勘案するとともに、工業用地等の需要の動向に加

え、新たな産業施策等を考慮し、設定する。 

・商業業務系用地は、将来の商業その他の業務活動の動向を考慮し、地域の実情を

踏まえ、設定する。 

・緑地・農地等については、都市の貴重なオープンスペースとして保全・活用・創

出することを基本とする。一団のまとまりのある樹林地のほか、小規模な緑地に

ついても土地所有者等の協力を得ながら、積極的に特別緑地保全地区等により保

全に努める。緑地等を含んで開発が行われる場合には、緑地の保全・創出、周辺

土地利用との調和を図り、魅力ある持続可能な住環境づくりを積極的に進める。 
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イ 市街化調整区域の設定 

○市街化調整区域においては、市街化の抑制を基調とし、緑地の保全・活用・創出と 

都市農業の振興を基本とする。 

・一団のまとまりのある樹林地や、都市のスカイラインを形成する稜線の緑地につい

ては、土地所有者等の協力を得ながら、積極的に特別緑地保全地区等により保全に

努める。 

・農地については、農業経営の向上・効率化等時代の変化に対応した取組を行い、 

長期の存続が見込まれ、営農環境に優れた生産性の高い集団農地については、これ 

までの取組を更に拡充する。 

○都市の成長や活性化など、横浜市の施策に資する計画的な市街地整備や骨格的なイン

フラ整備にあたっては、無秩序な市街化を防止し、良好な緑環境の保全・活用・創出

など自然的土地利用とのバランスを図る。 

○また、無秩序な施設立地などによる土地利用の混在、地域の活力の低下や自然環境の 

喪失などの課題に対応するため、土地利用の実態など地域の実情を踏まえ、必要に応 

じて適正な土地利用の実現に向けた都市計画制度の導入を図る。 

 

 (2) 市街化調整区域から市街化区域への編入 

横浜型のコンパクトな市街地形成を目指すため、優良農地などの保全等の面から農林

漁業との調和を図るとともに、既に市街化区域と同様の水準と認められる区域を市街化

区域へ編入し、鉄道駅・高速道路インターチェンジ周辺等において、戦略的・計画的に

土地利用を進める区域及び市街化区域の縁辺部等においてまちづくりが進められる区

域は、地域の合意形成や事業実施の見通しが立った際には、地区計画の決定等と併せて

随時市街化区域へ編入する。 

 

ア 市街化区域への編入を行う必要がある区域 

  ～既に市街化区域と同様の水準と認められる区域～ 

○既に市街地を形成している地域における市街化区域への編入については、 新の国勢

調査に基づく人口集中地区内を基本としつつ、周囲の土地利用が担保されるなど後背

地の市街化を促進する恐れがなく、既に市街化区域と同様の水準で開発・整備されて

いる区域等については、地域の実情を踏まえたきめ細かな見直しを行う。 
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イ 市街化区域への編入を行うことが望ましい区域 

   ～鉄道駅・高速道路インターチェンジ周辺等において 

戦略的・計画的に土地利用を進める区域～ 

○都市インフラの整備効果等を 大限に生かし、横浜市の持続可能な発展や都市活力の 

向上に寄与する地域として選定され、かつ整開保等に戦略的に位置付けられた区域に

ついては、事業の実施に伴い、地区計画の決定等と併せて随時市街化区域へ編入する

ことが望ましい。 

・市街化調整区域に立地する鉄道駅周辺、高速道路インターチェンジ周辺及び米軍施

設跡地については、土地利用計画の具体化が見込まれる区域において農林漁業との

調整が図られることを条件に、地区計画の決定等と併せて随時市街化区域へ編入す

ることが望ましい。 

・市街化調整区域にある業務系や工業系用地について、既存施設の機能更新が見込ま

れる場合には、周辺環境などに配慮しつつ、地区計画の決定等と併せて随時市街化

区域へ編入することが望ましい。 

・基幹航路をはじめとするコンテナ船の大型化、貨物量の増加に対応するためのコン

テナ機能の強化、横浜港の貨物集荷につながる物流施設の立地誘導など港湾機能の

強化等を目的に新たに造られた埋立地については、事業の実施に併せて随時市街化

区域へ編入することが望ましい。 

   

 

ウ 市街化区域への編入が考えられる区域 

  ～市街化区域の縁辺部等においてまちづくりが進められる区域～ 

○地域の合意形成や事業実施の見通しなど地元のまちづくりの機運を勘案し、機動的な

対応による市街化区域への編入などが考えられる。 

・既に相当程度市街化が進んでいるもののインフラ整備がなされていない地域で、小

規模な土地区画整理事業や地区計画の活用などにより、土地利用の集約やインフラ

整備を段階的に行う区域などが考えられる。 

・周辺の市街化の動向、骨格的なインフラの整備状況、鉄道・バスなどの公共交通 

を勘案しつつ、地域コミュニティの維持、地域の再生や改善などを目的に住民主 

体のまちづくりを検討し、合意形成が図られた区域などが考えられる。 

○直ちに市街化区域へ編入するのではなく、将来の市街化区域への編入を前提とした市

街化調整区域における地区計画の活用など段階的なプロセスを踏み、計画の熟度やま

ちの成熟度に応じた対応も考えられる。 

 

 (3) 市街化区域から市街化調整区域への編入 

市街化区域で特別緑地保全地区などの一団の貴重な緑地等については、土地所有者等

の意向を踏まえながら、市街化調整区域への編入を行うことが望ましい。 
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 (4) 都市計画制度等の活用 

（市街化調整区域における地区計画の活用） 

○市街化調整区域において、都市的土地利用と自然的土地利用の混在、幹線道路沿

道における無秩序な施設立地や自然環境の喪失などの課題が見られる地区では、

市街化調整区域における地区計画の活用により、緑地や農地等の自然的環境を保

全するとともに、市街化調整区域の性格の範囲内で、適正な土地利用を図ってい

く必要がある。 

○将来の市街化区域への編入を想定し、道路や公園等のインフラ整備や土地利用の   

整序等を目的に市街化調整区域における地区計画の活用も考えられる。 

 

（住民や企業等の発意によるまちづくりの推進） 

○横浜市では、地域の課題を解決し、居住環境等の向上を図ることなどを目的に、

多様な地域の実情や住民の創意工夫によるまちづくりへのきめ細かな対応として、

用途地域等の地域地区、地区計画、都市計画提案制度及び地域まちづくり推進条

例に基づく支援制度をきめ細かく運用してきた。 
○線引きの決定権限が横浜市に移譲されたことにより、これまで神奈川県が行って

きた線引きに関する都市計画提案制度の運用等についても、横浜市が行っていく

ことになる。このため、住民等の創意工夫や地域の特性を生かしたまちづくりに

つながるよう、市街化調整区域においても、住民や企業等の発意によるまちづく

り活動に対して的確な支援を行っていくことが望ましい。 
 

（都市計画手続に先立つプロセス） 

○線引きの決定権限が横浜市に移譲され、線引き見直し基準を横浜市で策定するこ

とを踏まえ、線引き見直し基準の策定段階から市民意見を反映できる仕組みをつ

くるなど、横浜の実情に即した線引き見直しを行っていくことが望ましい。 
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＜参考資料＞ 

１ 整開保等及び線引きの概要 

 

 (１) 整開保等及び線引きとは 
 

ア 整開保等とは、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（整開保）とその他３つの

方針である都市再開発方針、住宅市街地の開発整備の方針及び防災街区整備方針です。 

 
  ・整開保では、都市計画の目標、線引きの方針や主要な都市計画の決定の方針を定めて

います。 
   ・都市再開発の方針では、再開発の目標や土地の高度利用に関する方針などを定めてい

ます。 
   ・住宅市街地の開発整備の方針では、実現すべき住宅市街地のあり方良好な居住環境の

確保に係る目標などを定めています。 
   ・防災街区整備方針では、市街化区域の密集市街地内の各街区について、防災街区とし

ての整備を図るための方針を定めています。 
 

イ 線引きとは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、整開保の線引き

の方針に即し、市街化区域と市街化調整区域に区分する区域区分（線引き）です。 
・市街化区域は、既に市街地を形成している区域、計画的に市街化を図るべき区域です。 
・市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。 

 

(２) これまでの見直しの状況について 

 

  ア 全市見直しの経緯 

    おおむね６～７年ごとに見直しをしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当初決定 昭和 45 年 ６月 

第１回全市見直し 昭和 52 年 ３月 

第２回全市見直し 昭和 59 年 12 月 

第３回全市見直し 平成４年９月 

第４回全市見直し 平成９年４月 

平成 12 年の都市計画法の改正により、整開保等と線引

きが別々の都市計画として位置付けられました。 

第５回全市見直し 平成 15 年３月 

第６回全市見直し 平成 22 年３月 
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イ 市街化区域と市街化調整区域の面積（平成22年３月時点） 
○市街化区域   （区域面積：約33,095ha）－市域の約76% 

○市街化調整区域（区域面積：約10,484ha）－市域の約24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 見直しの背景と都市計画法による位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 権限移譲について 

   平成 23年８月 都市計画法改正 線引き及び３方針について指定都市への権限移譲 

   平成 24年４月 改正都市計画法施行 

   平成 26年６月 都市計画法改正 整開保について指定都市への権限移譲 

   平成 27年６月 施行予定    

   

線引きの指定状況 

（第６回全市見直し時点：平成22年３月）

市街化区域 

市街化調整区域 

 

 

●中期計画（策定中） 

●水と緑の基本計画 

みどりアップ計画 

●成長分野育成ビジョン 

●横浜市都市計画 

マスタープラン全体構想 

見直しの背景 

社会状況の変化 

権限移譲 

新たな横浜市の施策 
●整開保 

 
根拠法令 

法第６条の２  
根拠法令 

法第７条の２ 

○都市計画マスタープラン 

○個別の都市計画   

 ・区域区分（線引き）・地域地区 ・都市施設  

 ・市街地開発事業  ・地区計画        等  

 

 ●都市再開発の方針 

●住宅市街地の開発整備の方針

●防災街区整備方針 

３
方
針 
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２ 都市計画審議会への諮問について 

 （１）平成25年１月 22日 諮問 「第７回線引き全市見直しの基本的考え方について」 

（諮問文） 

      市街化区域と市街化調整区域の区分（以下「線引き」という。）の見直しは昭和45 

     年の当初指定以来、６回の全市見直しを行ってきた。これまで線引きに関する都市 

     計画は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（以下「整開保」という。）と 

     あわせて、神奈川県が決定又は変更してきた。 

      平成 23年８月の都市計画法の改正により、整開保の都市計画に関する権限は神奈 

     川県に残ったが、線引きの権限については指定都市に移譲された。これにより、横 

     浜市の実情に即した線引き基準等を策定し、より主体的に線引き見直しを行ってい 

     くことができるようになった。今後は、横浜市の施策を推進していく際に、線引き 

     制度をより一層活用していくことも考えられる。 

     一方で、人口減少社会が確実に到来する中で、横浜市は、低炭素型の都市づくり、 

    国際競争力を高める基盤づくりなどの諸課題に対応しつつ、将来の活力ある横浜の 

    姿を見据えた都市経営の視点を持って、都市づくりを実践していくことが求められ 

    ている。 

      そこで、線引き権限の移譲の趣旨と横浜市における線引きの現状、さらに今後の 

     横浜の都市づくりのあり方を踏まえた「第７回線引き全市見直しの基本的考え方に 

     ついて」、横浜市都市計画審議会に諮問する。 

 

 

 （２）平成26年３月 28日 諮問 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の見直し

の基本的考え方について」 

    （諮問文） 

     都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「整開保」という。）をはじめと 

    する各種方針（整開保以外には、都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針 

    及び防災街区整備方針（以下「３方針」という。））は、個別の都市計画の 上位に 

    位置する都市計画である。 

     このうちの３方針及び区域区分（線引き）については、平成23年８月の都市計画 

    法の改正により、道府県から指定都市へ決定権限が移譲され、さらに、整開保につ 

    いても決定権限の移譲が見込まれている。 

     このため、線引き全市見直し検討小委員会での議論と連動しながら、独自性と総 

    合的な視点をもった都市計画の活用を図るため、整開保の決定権限が移譲されるこ 

    とを前提として、整開保及び３方針の見直しの基本的考え方について、横浜市都市 

    計画審議会に諮問する。 
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３ 小委員会の検討経緯 

 

 

４ 小委員会委員名簿 

区 分 氏 名 職 業 等 

学識経験 
のある者 

都市計画 高見沢 実 ○  横浜国立大学大学院教授 

交通計画 森地  茂 政策研究大学院大学教授 

商 工 業 塚原  良一 横浜商工会議所専務理事 

農  業 
吉野 仁（１回） 
 
石川 久義（２～７回）

横浜農業協同組合代表理事組合 
副組合長 
横浜農業協同組合代表理事組合 
組合長 

不 動 産 山野井 正郎 
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協

会副会長 

横浜市会 
議  員 

佐藤  祐文 横浜市会議長 

大桑 正貴(１～３回) 
串田 久子(４回) 
渡邊 忠則(５～７回) 

建築・都市整備・道路委員会委員長 

横浜市の住民 磯﨑  保和 自治会・町内会長 

臨時委員 造 園 金子  忠一 東京農業大学教授 

            ○：委員長 

 

 

 

 

 検討内容 

第１回 

（平成25年６月 13日） 
「線引き制度の概要について」 

第２回 

（平成25年８月９日） 

「これからの線引き見直しに必要な視点について」 

（事例紹介等） 

第３回 

（平成 25年 12月 20日） 

「これからの線引き見直しに必要な視点について」 

（ケーススタディと方向性） 

第４回 

（平成26年２月 24日） 

「線引き制度活用の基本的な考え方」 

「第７回線引き全市見直しの基準等について」 

第５回 

（平成26年５月 22日） 
「整開保等の概要について」 

第６回 

（平成26年６月 26日） 
「整開保等の見直しの基本的考え方」 

第７回 

（平成26年８月 18日） 
「とりまとめ案」 


